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陳情番号 ７６ 付議年月日 ３． ６．１６   

件  名 消防職関係者に対する新型コロナウイルスワクチンの優先接種について陳情 

付 議 委 員 会 陳       情       者 

厚生常任委員会  
＊陳情者の個人情報については、個人情報保護のため、 

削除しています。 

１ 陳情の要旨 

  県内の消防職（各自治体消防職員、消防団員）へのワクチン優先接種をお願いします。 

 

２ 陳情の理由 

  新型コロナウイルス感染対策として、ワクチン接種が開始され高齢者より順次始まりまし

た。今後、公共活動を行っている消防職関係者についても県民との接触が現在でも活動の一環

として行われています。 

  つきましては、県内の消防職（各自治体消防職員、消防団員）へのワクチン優先接種をお願

いします。 
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陳情番号 ７７ 付議年月日 ３ ． ６ ． ２ ２   

件  名 
生徒（学生）の健康と学習権を守るために、生理用品の配布と相談環境の整備を求

める陳情 

付 議 委 員 会 陳       情       者 

文教常任委員会  
＊陳情者の個人情報については、個人情報保護のため、 

削除しています。 

【陳情趣旨】 

 私たちはどの子も安心して学校に通えるように、学校のトイレに生理用品の無償配置を自治体

に要望してきました。神奈川県が県立高校と特別支援学校合わせて12校をモデル校として学校配

置が始まったことはうれしく思います。 

 県内で最初に学校で無償配置を開始した大和市は、利用状況を発表し、中学校では開始前より

11倍も利用が増え、「潜在的な利用ニーズが高かったことがうかがえる」と発表。養護教員から

は「心身共に発達段階にある子どもたちは、生理周期が安定しないなか自分から言い出せない子

どもたちにとっても、安心して学校生活を送れることにつながっているのでは」と話し、実際に

子どもたちからも「安心して過ごせるようになった」との声が届いていると聞いています。 

 私たちが自治体に要望を出すと、「学校が生徒の状況を把握できる」「貧困問題は生理用品だけ

では解決できない」と従来通り保健室配布を続けるとの回答でがっかりしました。しかし生理の

ことを口に出せない、保健室まで取りに行かなければならない、など困っている生徒への配慮が

必要と考えます。生理の問題は自己責任で片づけるものとせず、人権の問題です。行政の責任で

配布することで、生理のある人の健康、尊厳、教育の機会を行政が支えることになります。 

 世界でもスコットランドではあらゆる人に生理用品の無償提供が決まり、ニュージーランドで

も小中高で無償提供が決まっています。政府がまとめた2021年度からの第５次男女共同参画基本

計画では、「生涯にわたる健康支援」として、特に女性の心身の状態は年代によって大きく変化

する特性から「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」の視点が重要視され、そのなかでも生涯に

わたる健康の基盤となる心身を形成する10～20代前半の重要な時期に対して、月経を含めた保健

の充実の推進が明記されています。その具体的な取り組みとして、保健医療サービスの提供など

包括的な健康支援のための体制の構築が挙げられるなか、経済的理由によって生理用品が十分に

使えずに健康な生活がおびやかされる状態は直ちに改善されるべきです。 

 「生理の貧困」はあまりにも知識がないこと、タブー視されていることから起きています。す

べての生徒に性教育を充実させれば、社会でのハラスメントを減らし、生理への理解を促進する

ことにつながると考えます。 

 このようななか、生徒が安心して通学でき、生涯にわたって健康で衛生的な生活を保障される

ために以下陳情いたします。 

 

【陳情項目】 

１ 生徒が安心して通学でき、健康で衛生的な生活を保障するためにすべての県立学校施設の女

子トイレ個室に適切な返却不要の生理用品を設置してください。 

２ 県立学校の必要な生徒には生理用ショーツを配布してください。 

３ 県立学校の養護教諭らに生理をはじめ心や体の悩みを気兼ねなく、相談できる環境を整備し

てください。 

４ 県立学校のすべての生徒に性教育を充実させてください。 

５ 国に対して、日本国憲法第25条国の社会保障的義務、第26条教育を受ける権利にもとづき、

ふさわしい財政措置を取るよう求めてください。 

文陳第７７号  


